
電子メールによる航路通報等の申請フロー図 【FAXの利用廃止：令和５年１月１日～ 】

航路通報（海交法）

通報項目を
メール本文内に記載
（添付ファイルなし）

メール※

電子メールによる航路通報等＊１の申請は次のような手順になります。

➢令和7年度以降、航路通報等のWeb受付を順次開始する予定です。今後の取組

※ 【メール送付時の注意事項】
・件名の統一で送付してください。 「航路通報 船名 （代理店等名 担当者 電話番号）」

「事前通報 船名 （代理店等名 担当者 電話番号）」
・メール本文に通報事項を記載いただくほうがが添付ファイルをPDF化又は画像ファイル化する必要がなく効率的です。
・添付可能なファイルはPDF(.pdf)又は画像ファイル（jpg.jpeg.gif.png）のみです。

テレワーク先や
外出先からで

も送信可

＊１ 航路通報等：海上交通安全法及び港則法に基づく航路入航前の通報をいう。

海上保安庁代理店等*2 代理店等

OR

船舶からでも送信可

メール

船舶で受信可

＊２ 代理店等：船舶代理店、船舶、船会社及び海事代理士をいう。

テレワーク先や
外出先で受信可

※ウイルス感染防止対策の為、
添付ファイル（PDFや画像ファイル）がある場合は、
電話による送信確認をさせていただく場合があります。

通報受付 指示書発行
画像ファイル

（jpg.jpeg.gif.png）.pdf

事前通報（港則法）

通報項目を
メール本文内に記載
（添付ファイルなし）

メール※

テレワーク先や
外出先からで

も送信可 海上保安庁
代理店等*2

OR

船舶からでも送信可

※ウイルス感染防止対策の為、
添付ファイル（PDFや画像ファイル）がある場合は、
電話による送信確認をさせていただく場合があります。

通報受付

・事前通報には指示書の
発行はありません。

画像ファイル
（jpg.jpeg.gif.png）

Ｎ.pdf


